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１ 計画策定の背景と趣旨 

 

（１）高齢化の動向 

我が国では高齢化が急速に進行しており、第９期計画期間中に団塊の世代が75歳

以上となる令和７(2025)年を迎え、高齢者人口がピークとなる令和22(2040)年に

はますます高齢化が進み、支援が必要な単身高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高

齢者などの増加が見込まれます。 

本市においても、介護保険制度がスタートした平成12(2000)年度末には20.8％

だった高齢化率が、令和4(2022)年度末は33.9％となっており、令和17(2035)年

度には35.5％になると見込まれます。 

このような状況のもと、第９期計画では、引き続き地域包括ケアシステムの深

化、認知症施策や医療・介護の連携体制づくり、サービス基盤・人的基盤の強化、

災害や感染症対策などを推進し、「心豊かに 互いに支え合い 安心して暮らせる

まちづくり」の実現を目指します。 

 

（２）介護保険制度の改正の経緯 
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２ 計画の概要 

 

（１）計画の位置づけ 

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第20条の８に基づき、高齢者に関する施策全

般を計画するものです。 

介護保険事業計画は、介護保険法第117条に基づいて、本市の要介護認定者等の

人数、要介護者のサービスの利用意向等を勘案して必要なサービス量を見込み、介

護サービスを提供する体制を確保するなど、介護保険事業の保険給付の円滑な実施

に資することを目的にした計画です。 

高齢者福祉計画と介護保険事業計画は、それぞれの法律において、「一体のものと

して作成されなければならない」と定められています。 
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整合性を図る 

境港市まちづくり総合プラン（境港市総合計画） 
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○ 境港市地域防災計画 

○ 境港市新型インフルエンザ等対策行動計画  

○ 境港市シルバーハウジング・プロジェクト事業計画    ほか 

連 携 連 携 
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境港市高齢者福祉計画・ 

境港市介護保険事業計画 



第１章 計画の策定にあたって 

 

3 

 

（２）計画期間 

市町村の介護保険事業計画は、介護保険法で３年ごとに策定することが定められ

ています。高齢者福祉計画は、老人福祉法で期間は定められてはいませんが、本市

が、高齢者福祉全体をより総合的に推進するための計画として、介護保険事業計画

の期間とあわせた、令和６(2024)年度から８(2026)度の３年間を計画期間として

います。 

 

（３）計画の策定体制 

① 計画策定に向けた調査の実施 

本計画の策定にあたって、高齢者の現状やニーズを把握するため、65 歳以上の

高齢者、要支援認定者を対象とした「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び要

支援・要介護認定を受けている在宅の人を対象とした「在宅介護実態調査」を実施

しました。 

なお、調査結果については、本計画の第２章に一部を掲載しております。 

 

② 策定委員会 

本計画を策定するため、「第９期境港市高齢者計画・介護保険事業計画策定委員

会」を設置し、学識経験を有する者、福祉・保健医療関係者、介護保険事業者など

に加え、第１号被保険者・第2号被保険者である市民に委員として参加していただ

き、計画内容の意見聴取を行いました。 

 

 

３ 計画のポイント 
 

（１）国の介護保険制度改正を踏まえた計画策定 

介護保険制度は、その創設から２３年が経ち、第９期計画中には団塊世代すべて

が75歳以上となる令和７(2025)年を迎え、令和22(2040)年には、団塊ジュニア世

代が65歳以上になるなど、今後さらに人口の高齢化が進展する一方で、生産年齢人

口は急減することが見込まれています。 

これを受け、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの深化・推進、介護人材

の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な施策を遂行するため、国に

よる制度改正が行われました。本計画は、この制度改正を踏まえたものとしていま

す。 



第１章 計画の策定にあたって 

 

4 

 

（２）国の介護保険制度改正の概要 

１．介護情報基盤の整備 （※施行期日：公布後４年以内の政令で定める日） 

  被保険者、介護事業者のその他の関係者が、当該被保険者に係る介護情報等を電

子的に共有・活用することを促進する事業を、市町村の地域支援事業として位置付

けて実施する。 

 

２．介護サービス事業者の財務状況等の見える化 

  国が政策立案に活用するため、介護サービス事業所等の詳細な財務状況等の把

握に向けた体制整備を行う。 

 

３．介護サービス事象所等における生産性の向上に資する取組みに係る努力義務 

介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層の取組みを推

進する。 

 

４．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

看護小規模多機能型居宅介護を複合型サービスの一類型として法律に位置付

け、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービス（療養上の世話

又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化する。 

 

５．地域包括支援センターの体制整備等 

居宅介護支援事業所等と連携を図りながら、介護予防支援や総合相談支援事業

等、地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行う

ための体制を整備する。 


